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平
成
三
十
年
九
月
二
十
八
日

第

四

千

三

十

号

増

刊

①

　
　
　
　

規
　
　
　
則
（
第
四
十
三
号
）

○
福
岡
県
海
洋
生
物
資
源
の
採
捕
の
数
量
等
の
報
告
に
関
す
る
規
則�

（
水
産
振
興
課
）
…
…
…
…
…
一

　
　
　
　

告
　
　
　
示
（
第
八
百
六
号
）

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
の
告
示
の
訂
正�

（
都
市
計
画
課
）
…
…
…
…
…
九

　

福
岡
県
海
洋
生
物
資
源
の
採
捕
の
数
量
等
の
報
告
に
関
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
九
月
二
十
八
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
四
十
三
号

　
　
　

福
岡
県
海
洋
生
物
資
源
の
採
捕
の
数
量
等
の
報
告
に
関
す
る
規
則

　

福
岡
県
海
洋
生
物
資
源
の
漁
獲
努
力
量
等
の
報
告
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
五
年
福
岡
県
規
則
第
五�

十
三
号
）
の
全
部
を
改
正
す
る
。

　

（
趣
旨
）

第
一
条　

こ
の
規
則
は
、
海
洋
生
物
資
源
の
保
存
及
び
管
理
に
関
す
る
法
律
（
平
成
八
年
法
律
第
七
十�

七
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
七
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
第
一
種
特
定

海
洋
生
物
資
源
の
採
捕
の
数
量
等
及
び
第
二
種
特
定
海
洋
生
物
資
源
の
漁
獲
努
力
量
等
の
報
告
に
関

し
て
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

　

（
用
語
）

第
二
条　

こ
の
規
則
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
法
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

　

（
採
捕
の
数
量
等
の
報
告
者
）���������������������

第
三
条　

法
第
十
七
条
第
三
項
の
都
道
府
県
の
規
則
で
定
め
る
者
（
以
下
「
採
捕
の
数
量
等
の
報
告
者

」
と
い
う
。
）
は
、
福
岡
県
内
に
住
所
を
有
し
、
次
に
掲
げ
る
漁
業
を
営
む
者
と
す
る
。�

　

一　

定
置
漁
業
（
漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
六
条
第
三
項
に
規
定
す
る

定
置
漁
業
を
い
う
。
）

　

二　

漁
業
法
第
六
条
第
五
項
に
規
定
す
る
共
同
漁
業
（
次
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）　

　

三　

漁
業
法
第
六
条
第
五
項
第
二
号
に
掲
げ
る
第
二
種
共
同
漁
業
（
定
置
網
を
使
用
す
る
も
の
に
限

る
。
）

　

四　

漁
業
法
第
七
条
に
規
定
す
る
入
漁
権
に
基
づ
く
共
同
漁
業

　

五　

中
型
ま
き
網
漁
業
（
漁
業
法
第
六
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
中
型
ま
き
網
漁
業
を
い
う
。
）

　

六　

小
型
ま
き
網
漁
業
（
福
岡
県
漁
業
調
整
規
則
（
昭
和
四
十
三
年
福
岡
県
規
則
第
六
十
四
号
。
以

下
「
漁
業
調
整
規
則
」
と
い
う
。
）
第
七
条
第
一
号
に
掲
げ
る
小
型
ま
き
網
漁
業
を
い
う
。
）�

　

七　

ご
ち
網
漁
業
（
漁
業
調
整
規
則
第
七
条
第
三
号
に
規
定
す
る
ご
ち
網
漁
業
を
い
う
。
）

　

八　

さ
し
網
漁
業
（
漁
業
調
整
規
則
第
七
条
第
六
号
に
掲
げ
る
さ
し
網
漁
業
を
い
う
。
）�

　

九　

小
型
い
か
つ
り
漁
業
（
漁
業
調
整
規
則
第
七
条
第
七
号
に
規
定
す
る
小
型
い
か
つ
り
漁
業
を
い

う
。
）

　

十　

敷
網
漁
業
（
漁
業
調
整
規
則
第
七
条
第
九
号
に
規
定
す
る
敷
網
漁
業
を
い
う
。
）

　

十
一　

固
定
式
さ
し
網
漁
業
（
漁
業
調
整
規
則
第
七
条
第
十
四
号
に
規
定
す
る
固
定
式
さ
し
網
漁
業

を
い
う
。
）

　

十
二　

し
い
ら
づ
け
漁
業
（
漁
業
調
整
規
則
第
七
条
第
十
六
号
に
規
定
す
る
し
い
ら
づ
け
漁
業
を
い

う
。
）

　

十
三　

小
型
定
置
網
漁
業
（
漁
業
調
整
規
則
第
七
条
第
二
十
号
に
規
定
す
る
小
型
定
置
網
漁
業
を
い

う
。
）

　

十
四　

太
平
洋
広
域
漁
業
調
整
委
員
会
、
瀬
戸
内
海
広
域
漁
業
調
整
委
員
会
又
は
日
本
海
・
九
州
西

広
域
漁
業
調
整
委
員
会
が
承
認
し
た
沿
岸
く
ろ
ま
ぐ
ろ
漁
業

　

十
五　

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
く
ろ
ま
ぐ
ろ
を
採
捕
す
る
漁
業

　

（
採
捕
の
数
量
等
に
係
る
知
事
に
対
す
る
報
告
事
項
）

第
四
条　

法
第
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
（
以
下
「
採
捕
の
数
量
等
の
報
告
」
と
い
う
。
）

を
行
う
と
き
は
、
同
項
に
規
定
す
る
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
事
項
の
ほ
か
次
に
掲
げ
る
事
項
を
知

事
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

一　

採
捕
の
数
量
等
の
報
告
者
の
氏
名
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
）
及

目
　
　
　
次

規
　
　
　
則
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を
提
出
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３　

前
項
の
規
定
に
よ
る
書
面
を
郵
便
又
は
民
間
事
業
者
に
よ
る
信
書
の
送
達
に
関
す
る
法
律
（
平
成

十
四
年
法
律
第
九
十
九
号
）
第
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
一
般
信
書
便
事
業
者
若
し
く
は
同
条
第
九

項
に
規
定
す
る
特
定
信
書
便
事
業
者
に
よ
る
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
信
書
便
（
第
七
条
第
三
項
に

お
い
て｢

信
書
便｣

と
い
う
。
）
で
提
出
し
た
場
合
に
お
け
る
第
一
種
特
定
海
洋
生
物
資
源
を
陸
揚
げ

し
た
日
か
ら
知
事
に
報
告
す
る
ま
で
の
期
間
の
計
算
に
つ
い
て
は
、
送
付
に
要
し
た
日
数
は
算
入
し

な
い
。����

　

（
漁
獲
努
力
量
等
に
係
る
知
事
に
対
す
る
報
告
事
項
）

第
六
条　

法
第
十
七
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
（
以
下
「
漁
獲
努
力
量
等
の
報
告
」
と
い
う
。
）

を
行
う
と
き
は
、
同
項
に
規
定
す
る
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
事
項
の
ほ
か
次
に
掲
げ
る
事
項
を
知

事
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

一　

知
事
管
理
努
力
量
に
係
る
採
捕
を
行
う
者
（
以
下
「
漁
獲
努
力
量
等
の
報
告
者
」
と
い
う
。
）

の
氏
名
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
）
及
び
住
所

　

二　

知
事
管
理
努
力
量
に
係
る
漁
業
の
免
許
番
号
及
び
船
名
又
は
船
舶
若
し
く
は
漁
業
の
許
可
番
号

及
び
船
名

　

三　

知
事
管
理
努
力
量
の
対
象
と
な
る
漁
ろ
う
作
業
を
行
っ
た
日������

　

（
漁
獲
努
力
量
等
の
報
告
の
方
法
）������������������

第
七
条　

漁
獲
努
力
量
等
の
報
告
は
、
次
の
表
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
第
二
種
特
定
海
洋
生
物
資
源
ご
と

に
、
同
表
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
期
間
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
第
三
欄
に
掲
げ
る
日
ご
と

に
当
該
日
が
属
す
る
旬
に
行
わ
れ
た
漁
ろ
う
作
業
に
係
る
知
事
管
理
努
力
量
の
対
象
と
な
る
漁
獲
努

力
量
に
つ
い
て
、
同
表
の
第
四
欄
に
掲
げ
る
期
限
ま
で
に
様
式
第
二
号
に
よ
る
書
面
を
提
出
し
て
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。�

２　

知
事
が
法
第
八
条
第
二
項
の
公
表
を
し
た
場
合
に
お
け
る
漁
獲
努
力
量
等
の
報
告
は
、
前
項
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
公
表
の
日
か
ら
当
該
公
表
の
日
が
属
す
る
漁
獲
努
力
量
に
よ
る
管
理
の
対

象
と
な
る
期
間
の
末
日
ま
で
の
間
は
、
当
該
公
表
に
係
る
漁
獲
努
力
量
に
係
る
漁
ろ
う
作
業
終
了
後

び
住
所

　

二　

採
捕
に
係
る
漁
業
の
免
許
番
号
及
び
船
名
又
は
船
舶
若
し
く
は
漁
業
の
許
可
番
号
（
前
条
第
十�

四
号
に
掲
げ
る
漁
業
に
あ
っ
て
は
承
認
番
号
、
同
条
第
十
五
号
に
掲
げ
る
漁
業
に
あ
っ
て
は
漁
船

登
録
番
号
）
及
び
船
名

　

三　

採
捕
に
係
る
第
一
種
特
定
海
洋
生
物
資
源
を
陸
揚
げ
（
く
ろ
ま
ぐ
ろ
の
養
殖
用
種
苗
の
採
捕
に

つ
い
て
は
、
移
送
用
の
仮
生
け
す
等
に
入
れ
る
こ
と
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
し
た
日

　

（
採
捕
の
数
量
等
の
報
告
の
方
法
）

第
五
条　

採
捕
の
数
量
等
の
報
告
は
、
次
の
表
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
第
一
種
特
定
海
洋
生
物
資
源
ご
と

に
、
同
表
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
期
間
の
区
分
に
応
じ
、
同
表
の
第
三
欄
に
掲
げ
る
者
が
、
そ
れ
ぞ
れ

同
表
の
第
四
欄
に
掲
げ
る
日
ご
と
に
当
該
日
が
属
す
る
月
に
陸
揚
げ
し
た
当
該
第
一
種
特
定
海
洋
生

物
資
源
の
採
捕
の
数
量
に
つ
い
て
、
同
表
の
第
五
欄
に
掲
げ
る
期
限
ま
で
に
様
式
第
一
号
に
よ
る
書

面
を
提
出
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

知
事
が
法
第
八
条
第
二
項
の
公
表
を
し
た
場
合
に
お
け
る
採
捕
の
数
量
等
の
報
告
は
、
前
項
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
公
表
の
日
か
ら
当
該
公
表
の
日
が
属
す
る
漁
獲
可
能
量
に
よ
る
管
理
の
対

象
と
な
る
一
年
の
期
間
の
末
日
ま
で
の
間
は
、
当
該
公
表
に
係
る
採
捕
に
係
る
第
一
種
特
定
海
洋
生

物
資
源
を
陸
揚
げ
し
た
日
ご
と
に
当
該
陸
揚
げ
し
た
日
か
ら
三
日
以
内
に
様
式
第
一
号
に
よ
る
書
面

一　

く
ろ

ま
ぐ
ろ

漁
獲
可
能
量
に
よ
る
管
理
の
対
象

と
な
る
期
間

第
三
条
各
号
に
掲

げ
る
漁
業
を
営
む

者

月
の

末
日

当
該
月
の
翌
月
の
十
日
ま

で

二　

ま
あ

じ

一
月
一
日
か
ら
十
二
月
三
十
一
日

ま
で
の
間

第
三
条
第
五
号
及

び
第
十
号
に
掲
げ

る
漁
業
を
営
む
者

月
の

末
日

当
該
月
の
翌
月
の
十
日
ま

で

三　

ま
い

わ
し

一
月
一
日
か
ら
十
二
月
三
十
一
日

ま
で
の
間

第
三
条
第
五
号
及

び
第
十
号
に
掲
げ

る
漁
業
を
営
む
者

月
の

末
日

当
該
月
の
翌
月
の
十
日
ま

で

四　

ま
さ

ば
及
び

ご
ま
さ

ば

七
月
一
日
か
ら
翌
年
の
六
月
三
十

日
ま
で
の
間

第
三
条
第
五
号
及

び
第
十
号
に
掲
げ

る
漁
業
を
営
む
者

月
の

末
日

当
該
月
の
翌
月
の
十
日
ま

で

五　

す
る

め
い
か

四
月
一
日
か
ら
翌
年
の
三
月
三
十�

一
日
ま
で
の
間

第
三
条
第
九
号
に

掲
げ
る
漁
業
を
営

む
者

月
の

末
日

当
該
月
の
翌
月
の
十
日
ま

で

一　

さ
わ
ら

九
月
一
日
か
ら
十
二
月
三
十
一
日

ま
で

旬
の
末
日

当
該
旬
の
次
の
旬
の
末
日
ま
で

二　

ま
こ
が

れ
い

一
月
一
日
か
ら
二
月
十
日
ま
で

旬
の
末
日

当
該
旬
の
次
の
旬
の
末
日
ま
で



第４０３０号 増刊①福 岡 県 公 報平成 30 年９月 28 日　金曜日3

の
最
初
に
い
ず
れ
か
の
港
に
入
港
し
た
日
ご
と
に
当
該
入
港
し
た
日
か
ら
三
日
以
内
に
様
式
第
二
号

に
よ
る
書
面
を
提
出
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。������������������

３　

前
項
の
規
定
に
よ
る
書
面
を
郵
便
又
は
信
書
便
で
提
出
し
た
場
合
に
お
け
る
漁
獲
努
力
量
に
係
る

漁
ろ
う
作
業
終
了
後
最
初
に
い
ず
れ
か
の
港
に
入
港
し
た
日
か
ら
知
事
に
報
告
す
る
ま
で
の
期
間
の

計
算
に
つ
い
て
は
、
送
付
に
要
し
た
日
数
は
算
入
し
な
い
。

　

（
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
報
告
）

第
八
条　

知
事
は
、
法
第
十
七
条
第
三
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
に
つ
い
て
は
、
第
五
条
第

一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
七
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
書
面
に
よ
る
報
告
の

方
法
に
代
え
て
、
知
事
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
（
入
出
力
装
置
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
と
採

捕
の
数
量
等
の
報
告
者
又
は
漁
獲
努
力
量
等
の
報
告
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信

回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
（
以
下
単
に
「
電
子
情
報
処
理
組
織
」
と
い
う
。
）
を
使
用

し
て
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２　

前
項
の
規
定
に
よ
り
行
わ
れ
た
報
告
は
、
同
項
の
知
事
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ

た
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
が
さ
れ
た
時
に
知
事
に
到
達
し
た
も
の
と
み
な
す
。

３　

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
け
る
第
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項

又
は
第
七
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項

中
「
様
式
第
一
号
に
よ
る
書
面
を
提
出
」
と
あ
る
の
は
「
知
事
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え

ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
」
と
、
第
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
様
式
第
二
号
に
よ
る
書
面
を
提

出
」
と
あ
る
の
は
「
知
事
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
」
と
す
る

。

　
　
　

附
　
則�

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。���　

　

（
経
過
措
置
）

２　

第
五
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
同
項
の
表
の
一
の
項
中
「
十
日
」
と

あ
る
の
は
、
「
末
日
」
と
す
る
。��



第４０３０号 増刊①福 岡 県 公 報平成 30 年９月 28 日　金曜日 4



第４０３０号 増刊①福 岡 県 公 報平成 30 年９月 28 日　金曜日5



第４０３０号 増刊①福 岡 県 公 報平成 30 年９月 28 日　金曜日 6



第４０３０号 増刊①福 岡 県 公 報平成 30 年９月 28 日　金曜日7



第４０３０号 増刊①福 岡 県 公 報平成 30 年９月 28 日　金曜日 8



第４０３０号 増刊①福 岡 県 公 報平成 30 年９月 28 日　金曜日9
　

福
岡
県
告
示
第
八
百
六
号

　

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
（
昭
和
五
十
八
年
六
月
福
岡
県
告
示
第
九
百
五
十
号
）
に
お
い
て

、
開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称
及
び
開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
に
誤
り
が
あ
っ
た
の
で
、

次
の
と
お
り
訂
正
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
九
月
二
十
八
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

一　

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

　

�　

糟
屋
郡
篠
栗
町
大
字
乙
犬
字
ミ
カ
ケ
九
六
八
番
一
、
九
六
八
番
八
、
九
七
〇
番
一
及
び
九
七
〇
番

四
二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所

　
　

糟
屋
郡
篠
栗
町
大
字
和
田
五
一
八
番
一

告
　
　
　
示




